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プロトコル 3 Ｊクラブの活動段階と、公式検査 

プロトコル 5  チームの移動、宿泊プロトコル 1 予防。発症時の相談、受診。感染時の対応への追記事項 

No 現行版（7/27 版） 8/25 改定版 改定ポイント 

 1  25. イベント開催制限の段階的緩和の目安 

首相官邸公式サイトより（2020 年 7 月 22 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. イベント開催制限の段階的緩和の目安 

９月１日以降における催物の開催制限等について（令和 2 年 8

月 24 日） 

⚫ 政府方針を更新 

 

 

No 現行版（7/27 版） 8/25 改定版 改定ポイント 

 2   77.移動中の食事 

(1)感染及び濃厚接触を防ぐ観点から、移動中には食事を慎むことが

推奨される。 

  理由は、 

 ・電車又はバスの車内は手狭 

 ・食事の際、マスクを外すことになる 

(2)移動中に食事をとらざるを得ない場合、感染防止に十分配慮す

る。 

⚫ 移動中の食事に関する留意

点の追加 

 

※8 月 11 日クラブ通達 

https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202007/22corona.html
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_0824.pdf
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プロトコル 6  無観客での試合開催 

プロトコル 7  制限付きの試合開催（XX.チーム、審判員、及び競技）超厳戒態勢・厳戒態勢 とも同内容 

 

  

 例えば、 

 ・車内でできるだけ距離をとる。また対面ですわらない 

 ・車内の換気に留意する 

 ・食事をする者以外は、マスクをする 

 ・食事の直前に手指消毒を行う（手指衛生剤を車内に携行し、使

用する） 

 ・食事は、できるだけ短時間で済ませる 

No 現行版（7/27 版） 8/25 改定版 改定ポイント 

 3  ドーピングコントロール 

(1) JADA で検討している内容を後日追記 

ドーピングコントロール 

(1) J 検査当日の徹底事項 

• 検査員は手洗い又はアルコール等による手指消毒を徹底する 

• 検査員は検査中マスク、フェイスシールド、ゴム手袋を常時着用

する 

• 検査員は可能な限りアスリートとの距離をとり対応する 

• 換気することが可能な場所においては、換気を行う 

• 検査にて使用する備品類のアルコール等による消毒を徹底する 

関係者は、上記の他、別途の詳細ガイドラインを参照のこと 

 

参考：公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構（JADA）の公式

WEB サイト「ドーピング検査における新型コロナウイルス対策に

ついて」 

 

⚫ 日 本 ア ン チ ド ー ピ ン グ 機 構

（JADA）の通達を反映 

 

※8 月 1 日クラブ通達 

https://www.playtruejapan.org/topics/2020/000453.html
https://www.playtruejapan.org/topics/2020/000453.html
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プロトコル 7  制限付きの試合開催 

No 現行版（8/11 版） 8/25 改定版 改定ポイント 

 1  XXIII. 制限の考え方 

2020 年 8 月 11 日時点の運用  （8/11 情報更新） 

9 月 6 日までの間、チケッティングとファン・サポーターのガイドラインは

「超厳戒態勢」、それ以外のカテゴリーは、一段緩和した「厳戒態勢」

を適用いたします。 

No カテゴリー 7/10－9/6(予定) 

1  チケッティング 超厳戒態勢 

2  ゾーニング 厳戒態勢 

3  会場運営 厳戒態勢 

4  メディア及び中継制作 厳戒態勢 

5  来賓対応 厳戒態勢 

6  競技関連 厳戒態勢 

7  ファン・サポーター 超厳戒態勢 

8  試合会場設営・撤去 厳戒態勢 

 

※ 9 月 6 日以降の運用変更は、最新の政府方針や専門家の見

解を踏まえて決定いたします。 

※ ビジター席の設置・アルコール販売：9 月６日までは、一律ビジ

ター設置なし・アルコール販売なしとなります。 

※ ただし、感染状況等の理由により、運用は変更となる場合があ

ります。また、地域ごとの感染状況等の理由により、売店有無

等、クラブ毎に対応が異なる場合があります 

 

XXIII. 制限の考え方 

2020 年 8 月 25 日時点の運用  （8/25 情報更新） 

9 月 30 日までの間、チケッティングとファン・サポーターのガイドラインは「超

厳戒態勢」、それ以外のカテゴリーは、一段緩和した「厳戒態勢」を適用い

たします。 

No カテゴリー 7/10－9/30(予定) 

9  チケッティング 超厳戒態勢 

10  ゾーニング 厳戒態勢 

11  会場運営 厳戒態勢 

12  メディア及び中継制作 厳戒態勢 

13  来賓対応 厳戒態勢 

14  競技関連 厳戒態勢 

15  ファン・サポーター 超厳戒態勢 

16  試合会場設営・撤去 厳戒態勢 

 

※ 9 月 30 日以降の運用変更は、最新の政府方針や専門家の見解

を踏まえて決定いたします。 

※ ビジター席の設置・アルコール販売：9 月 30 日までは、一律ビジタ

ー設置なし・アルコール販売なしとなります。 

※ ただし、感染状況等の理由により、運用は変更となる場合がありま

す。また、地域ごとの感染状況等の理由により、売店有無等、クラブ

毎に対応が異なる場合があります 

 

⚫ 8 月 24 日に開催された政

府によるイベント開催制限方

針の延伸に伴い、原則 9 月

末まで適用を継続 

 

※8 月 25 日クラブ通達 
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 2  XXV. 会場運営 

超厳戒態勢時（強い制限） 

10. 場内／場外売店／チケット販売所 

(1) 飲料のみ（アルコールは除く）販売は容認される。ただし、ビ

ン・カン・ペットボトル等既製品のみとする。 

(2) 販売員は、マスク・手袋を着用する 

 

厳戒態勢時（緩和された制限） 

10. 場内／場外売店／チケット販売所 

(1) 飲食（9/6 まではアルコール販売不可）・グッズの販売・当日

券販売は容認される 

(2) チケット販売所の設置は容認される 

(3) 販売員は、マスク・手袋を着用する 

XXV. 会場運営 

超厳戒態勢時（強い制限） 

10. 場内／場外売店／チケット販売所 

(1) 飲料のみ（アルコールは除く）販売は容認される。ただし、ビン・カ

ン・ペットボトル等既製品のみとする。 

(2) 販売員は、マスク・手袋を着用する 

 

厳戒態勢時（緩和された制限） 

10. 場内／場外売店／チケット販売所 

(1) 飲食（9/30 まではアルコール販売不可）・グッズの販売・当日券

販売は容認される 

(2) チケット販売所の設置は容認される 

(3) 販売員は、マスク・手袋を着用する 

 

⚫ 上記に関連して改定 

 3  XXVII. 来賓対応 

厳戒態勢（緩和された制限） 

ケータリング 

ビュフェ式の食事提供は行わない。食事を提供する場合は、ランチボ

ックス形式とする 

ドリンク提供（9/6 まではアルコール提供不可）はサーブするスタッフ

を配置する、もしくは、ペットボトルで提供する 

XXVII. 来賓対応 

厳戒態勢（緩和された制限） 

ケータリング 

ビュフェ式の食事提供は行わない。食事を提供する場合は、ランチボックス

形式とする 

ドリンク提供（9/30 まではアルコール提供不可）はサーブするスタッフを

配置する、もしくは、ペットボトルで提供する 

⚫ 上記に関連して改定 
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プロトコル 7  制限付きの試合開催 

No 現行版（7/27 版） 8/25 改定版 改定ポイント 

 4  XXVI. メディア及び中継制作・送信 

（超厳戒態勢・厳戒態勢ともに） 

6. 試合終了後の対応について 

(1) 監督記者会見および選手の取材は対面では行わず、WEB

方式にて実施する。 

(2) すべてのメディアは試合終了後 1 時間以内にスタジアムを退

出する。 

XXVI. メディア及び中継制作・送信 

（超厳戒態勢・厳戒態勢ともに） 

6. 試合終了後の対応について 

(1) 監督記者会見および選手の取材は対面では行わず、WEB 方式

にて実施する。 

⚫ (2)を削除。メディア運営の

実態に即して改定 

※有観客下におけるオンライン記

者会見およびメディア業務の実態

に鑑み、現場の運用改善内容を

ガイドラインへ反映。退出時間は

主管クラブが判断する。 

 5  XXIX. ファン・サポーター 

（超厳戒態勢・厳戒態勢ともに） 

2. 応援スタイルについて 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、サポーターの皆さまのご理

解とご協力が必要となります。 

(1) 容認される行為は以下の通りです 

• 横断幕掲出 ※掲出の際、密にならないよう十分配慮して

ください 

(2) 禁止される行為は以下の通りです 

• 応援を扇動する 

• 歌を歌うなど声を出しての応援、指笛 

• 手拍子 

• タオルマフラー、大旗含むフラッグなどを”振る”もしく”回す” 

• トラメガを含むメガホンの使用 

• 太鼓等の鳴り物 

• ハイタッチ、肩組み 

• ビッグフラッグ ※ただし、お客様がいない席に掲出する場合

は容認される 

XXIX. ファン・サポーター 

（超厳戒態勢・厳戒態勢ともに） 

2. 応援スタイルについて 

厚生労働省の HP では、新型コロナウイルスの感染経路について下記の

ように説明されています。 

• 飛沫感染  

• 接触感染 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ファン・サポーターの皆さまには

引き続き、上記につながる行為もしくはそのリスクがある行為をお控え頂

きますようご理解とご協力をお願いいたします。2020 年 8 月 25 日付

で下記のとおり応援スタイルを容認される行為と禁止行為とで整理しま

した。 

 

※手拍子について 

これまで禁止行為としていましたが、ファン・サポーターの皆様のご協力に

より、観客席から感染拡大となる事象が起きていないこと、および直接的

な感染要因となるリスクが低いことから、9 月 7 日より容認される行為へ

変更します。 

なお、全クラブがスタジアムや HP 等で告知を十分に行う必要があること

から、9 月 7 日から一斉に適用します。予めご了承ください 

⚫ 制限付き有観客の実態に

鑑み、運営分科会を通じて

応援スタイルを整理し、容

認される行為と禁止行為を

再整理した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 手拍子の容認は 9 月 7

日以降の試合で適用 
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 (1) 容認される行為は以下の通りです 

容認理由：飛沫感染、接触感染、密を作る恐れがないため 

• 横断幕掲出 

※掲出の際に密にならないよう十分配慮してください 

• 拍手・手拍子 

※手拍子は 9 月 7 日以降の試合から適用 

• タオルマフラー・ゲートフラッグなどを掲げる 

 

  (2) 禁止される行為は以下の通りです 

• 声を出す応援 

（禁止理由：飛沫感染につながるため） 

例：指笛・チャント・ブーイング 

例：トラメガ・メガホン・トランペットなど道具・楽器を使うことも当面不

可 

• 人と接触する応援  

（禁止理由：接触感染につながるため） 

  例：ハイタッチ・肩組みなど 

• 「密」を作る応援 

 （禁止理由 ：飛沫感染・接触感染の 

  リスクが高くなるため） 

  例：お客様がいる席でのビッグフラッグ 

※ただし、お客様がいない席に掲出する場合は容認される 

• 大旗を含むフラッグを振る 

（禁止理由：接触するリスクがあるため、フラッグが飛沫等で汚染さ

れ飛散するリスクがあるため） 

• 太鼓・メガホン等の鳴り物 

（禁止理由：鳴り物に合わせて声を出してしまうリスクがあるため） 

• タオルマフラーを振る、もしくは回す（禁止理由：接触するリスク

があり、タオルが飛沫等で汚染され飛散するリスクがあるため） 


